
・体育館予定表の『団体貸出』となっている枠を貸し出します。

・貸し出しを受ける団体は事前に団体登録が必要です。

　※団体登録の方法については太陽の家体育館にお問合せ下さい。

TEL ０４６６－３３－１４１１　 

FAX ０４６６－３４－４３４２　 

E-mail: taiyou-taiikukan@lfa.jp

　　　ご了承ください。

※ご不明な点等ございましたら、太陽の家体育館までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】　　　　　　　　　　

太陽の家　体育館　　　　　　　　　

（３）諸般の事情により、予定されていた団体貸出が変更・中止となる場合がございます。予め

　　・使用日の属する月の２か月前から使用日の前日までは、先着順に受け付けいたします。

　　※抽選については、団体の方の参加は不要です。厳正に実施いたしますのでお任せいただけ

　　　れば幸いです。公開も致しますので参加希望がありましたらご連絡ください。

　　イ　その他の団体

　　・使用日の属する月の１か月前の第１開館日の午前１１時に抽選会を実施し、抽選会以降は

　　　先着順に受け付けいたします。なお、受付時に使用料をお支払いいただきますので、来館

　　　にてお申し込みください。

２　その他

（１）申し込み完了後、使用を取り消す場合は、速やかに太陽の家体育館へご連絡をお願いいた

　　　します。

（２）各団体の使用回数は１か月２回までです。複数日使用の場合、申請書はまとめていただい

　　　て構いません。

　　　除く）の午前中に行い、抽選後各団体へ使用の可否について電話でご連絡いたします。

 　   をもって申し込み完了となります。

    ・申請は、来館して必要事項を申請書に記入し、ご提出ください。

    ・障がい者団体の方は、ＦＡＸ、郵送またはメールにて申し込みいただくことが可能です。

    　申請書は、光友会ホームページ内太陽の家体育館のページから『太陽の家体育館使用申請

    　書』をダウンロードしてお使いください。

　　※事務処理の都合上、申し込みは使用月の前月末まで（使用日が月初の場合は１０日前まで）

　　　（受付時間：午前８時３０分から午後５時まで）

　　  にご提出いただきますようご協力をお願いいたします。

（３）申し込み上の注意

　　ア　障がい者団体

　　・使用日の属する月の３か月前の２０日から月末までは、他の団体と希望日の重複があった

　　　場合は抽選により使用団体を決定します。抽選は２か月前の第１開館日（土、日、祝日を

    ・上記申し込み期間内に『太陽の家体育館使用申請書』を提出してください。申請書の提出

２０２５年１２月１８日

太陽の家体育館　団体貸出の受付について

１　団体貸出の申し込み方法

（１）申し込み期間

　　ア　障がい者団体

　　　・使用日の属する月の３か月前の２０日から使用日の前日までです。

　　イ　その他の団体

　　　・使用日の属する月の１か月前の初日から使用日の前日までです。

　 　 ※貸出可能な日は、光友会ホームページ内太陽の家体育館のページに掲載の『自主事業等

　  　　予定表』でご確認ください。

（２）申し込み手続き
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